
ひたちなか市社会福祉協議会では、市内の小中学校で福祉体験学習（車いす・アイマスク） 

を行っております。 

普段、何気なく歩いている道や段差が、立場が変わるとどう見えるのか。子どもたちが「自分に

できることは何か」を真剣に考える貴重な時間です。 

私たちは、この学びをサポートしてくださるボランティアの方を募集しています。 

「専門的な知識がないから不安…」という方もご安心ください。子どもたちの安全を見守り、  

一緒に体験を振り返る。その寄り添う気持ちが何よりの力になります。 

あなたの経験や優しさを、次世代の「思いやりの心」を育む活動に活かしてみませんか？ 

 

【対 象】 市内在住の１８歳以上で授業時間内に活動できる方 

 

【問合せ先】 市社協・地域福祉係 

TEL：029-274-5135 ※平日 9:00～17:00 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住所：ひたちなか市西大島 3-16-1 TEL：029-274-5135 FAX：029-275-0606 
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情報はこちら 

福祉体験学習サポーター募集 

令和 8年度 茨城県ボランティア・市民活動推進事業助成金

のご案内 
助 成 対 象 県民を対象とした地域福祉活動を行うボランティアグループ・NPO法人・任意団体等 

期   間 令和 8年４月１日から令和９年３月３１日の期間に実施する事業 

対 象 内 容 地域の生活課題・福祉課題に取り組む事業 

助 成 金 額 １団体につき５０万円以内 ※自主財源等の負担が１割以上あることが条件 

申 請 方 法 申請書・必要書類を市社協に４月２3日（木）までに提出 

問 合 せ 先 茨城県社会福祉協議会 福祉のまちづくり推進部 

          TEL：０２９－２４３－３８０５  FAX：０２９－２４１－１４３４ 

          詳しくはｈttp://www.ibaraki-welfare.or.jp 

          ＨＰ内「地域福祉関連活動」→「茨城県ボランティア・市民活動推進事業費助成金」 

 

 



寄 付 額（1）羽毛ふとん（ダウン率 50%以上、重鎮量 1kg以上）400円/枚 

         （2）羽毛ふとん（ダウン率 50%以上、重鎮量 1kg未満）100円/枚 

         （3）ダウンジャケット（ダウン率 50％以上）            20円/枚 

 ☆羽毛製品の引き取りについて☆ 
 

〇 引き取りができるもの★ご持参いただく前に一度ご連絡 
                     ください。 
  ・羽毛ふとん・ダウンジャケット（ベストやコート等も可） 

  ※ダウン率 50％以上のものが対象となります。 

   品質表示をご確認ください。 

 

 

× 引き取りができないもの 
                                      ・羽根（フェザー）ふとん（ダウン率 50％未満） 

                                      ・その他羽毛以外のふとん（綿、ポリエステルなど） 

                                      ・中綿が羽毛以外のジャケット 

                                      ・ふとんカバー 

                                      ・彩色された羽毛が混入されているもの 

                                      ・濡れているもの 

問合せ先：ひたちなか市共同募金委員会 TEL：０２９-２７４-５１３５ 

 

令和８年度共同募金地域福祉特別助成金のご案内 

対 象 団 体 社会福祉法人、NPO法人、自治会、ボランティアグループ、任意団体等 

          ※申請時に活動を開始してから概ね１年以上を経過している団体であること 

対 象 事 業 ①特別助成 （A）各福祉サービス利用者への支援を目的として行う事業及び地域 

                        住民の連携や交流等を目的として行われる福祉活動事業 

          ②特別助成 （B）地域の防災、防犯対策を促進するための事業活動 

対 象 期 間 令和８年４月１日～令和 9年３月３１日 

助 成 金 額 ①事業費の８０％以内で３０万円以内 

          ②事業費の７０％以内で２５万円以内 

申 請 期 間 令和８年 12月 4日（金）まで 

申 請 方 法 助成申請書（様式１号）に指定の書類を添付し、ひたちなか市共同募金委員会に郵送

または持参にて２部提出 

※申請書は「茨城県共同募金」の HPからダウンロードできます 

問 合 せ 先 ひたちなか市共同募金委員会 TEL：０２９-２74-5135   

 

 

 
いばらき“つなぐ”プロジェクト 

～不要な羽毛製品を寄付して社会貢献しませんか？～ 

茨城県共同募金委員会では、羽毛製品を回収しています。回収された羽毛製品 

は、専門業者より、洗浄や滅菌乾燥を経て、商品に再利用されます。 

寄付額は、ご寄付いただく枚数に応じて決まり、その全てが赤い羽根共同募金へ 

寄付となる取り組みです。 


